
寒河江市告示第１８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項に規定する

指定納付受託者を指定したので、寒河江市水道事業及び下水道事業会計規程（昭

和４２年水道事業管理規程第１号）第１７条の３第３項の規定により、次のとお

り告示する。 

 

  令和７年４月１日 

 

                寒河江市長  齋 藤 真 朗 

 

 

１ 指定納付受託者の名称及び事務所の所在地 

 東京都千代田区紀尾井町１番３号 

ＰａｙＰａｙ株式会社 

 

２ 指定納付受託者に納付させる収入の種類 

⑴ 寒河江市水道給水条例（昭和３７年市条例第１２号）第２７条に規定する

水道料金及び開栓手数料 

⑵ 寒河江市下水道条例（昭和５７年市条例第４０号）第１５条に規定する下

水道使用料 

⑶ 寒河江市浄化槽等設置管理条例（平成２３年市条例第２４号）第１５条に

規定する浄化槽等の使用料 

⑷ 前３号に規定する水道料金、下水道使用料及び浄化槽等の使用料に係る督

促手数料 



 

３ 指定納付受託者として指定した日 

  令和７年４月１日 


